
長浜市議会の個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

令和７年３月６日 

 

長浜市議会議長 髙山 亨 

 

長浜市議会規則第１号 

 

長浜市議会の個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

長浜市議会の個人情報の保護に関する条例施行規則（令和５年長浜市議会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第６号中「保険者番号及び加入者等記号・番号」を「加入者等記号・番号等」に

改め、同条第７号中「保険者番号及び組合員等記号・番号」を「組合員等記号・番号等」

に改め、同条第８号中「保険者番号及び被保険者記号・番号」を「被保険者記号・番号等」

に改め、同条第１０号中「番号」の次に「又は同法第９５条の２第２項第１号の免許情報

記録の番号」を加え、同条第１１号中「保険者番号及び組合員等記号・番号」を「組合員

等記号・番号等」に改め、同条第１４号中「保険者番号及び被保険者番号」を「被保険者

番号等」に改める。 

第５条第２項中「定める事項」を「掲げる事項」に改める。 

第１１条第１項第１号中「、健康保険の被保険者証」を削る。 

第１２条の見出し中「通知」を「際に通知すべき事項」に改める。 

様式第３号を次のように改める。 

 



 

 

様式第３号（第１０条関係） 

開示請求書 

年  月  日 

 

議 長  あて 

 

（ふりがな） 

氏名                                         

住所又は居所 

〒                            ℡  （  ）        

長浜市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年長浜市条例第１号）第１９条第１項の規定により、 

次のとおり保有個人情報の開示を請求します。 

 

1 開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください。） 

 

 

2 求める開示の実施方法等（本欄の記載は任意です。） 

ア、イ又はウに○印を付してください。アを選択した場合は、実施の方法及び希望日を記載してください。 

ア 事務所における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法＞   □閲覧 □写しの交付 

□その他（ ） 

＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 

ウ 電子情報処理組織を使用した開示を希望する。 

3 手数料 

手数料   （請求受付印） 

4 本人確認等 

ア 開示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

イ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（ ） 

※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 



 

 

ウ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

（ア） 本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□ 任意代理人委任者 

（ふりがな） 

（イ） 本人の氏名                                                 

（ウ） 本人の住所又は居所                                           

エ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（ ） 

オ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（ ） 

 



様式第１２号を次のように改める。 



 

 

様式第１２号（第１９条関係） 

訂正請求書 

 

年  月  日 

 

議 長 あて 

 

（ふりがな） 

氏名                                            

 

住所又は居所 

〒                           ℡   （    ）         

長浜市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年長浜市条例第１号）第３２条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の訂正を請求します。 

 

訂正請求に係る保有個人情報 

の開示を受けた日 
年  月  日 

開示決定に基づき開示を受け 

た保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：           日付：  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等： 

                                             

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 

 

（理由） 

 

 

1 訂正請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（         ） 

※ 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 

 



 

 

3 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

ア 本人の状況  □未成年者（  年  月  日生）   □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

イ  本人の氏名                                                              

ウ  本人の住所又は居所                                                      

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（ ） 

５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（ ） 

 



様式第１８号を次のように改める。



 

 

様式第１８号（第２４条関係） 

利用停止請求書 

年  月  日 

議 長 あて 

 

（ふりがな） 

氏名                                               

 

住所又は居所 

〒                               ℡ （   ）           

 

長浜市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年長浜市条例第１号）第３９条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。 

 

利用停止請求に係る保有個 

人情報の開示を受けた日 
年  月  日 

開示決定に基づき開示を受 

けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：      日付：   年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等: 

                                              

利用停止請求の趣旨及び理

由 

（趣旨） 

□第 1号該当 → □利用の停止、□消去 

□第 2号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 

1 利用停止請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（ ） 

※ 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 



 

 

3 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

ア 本人の状況 □未成年者（ 年 月 日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

イ 本人の氏名                                                  

ウ 本人の住所又は居所                                            

4 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（ ） 

5 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（ ） 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。 

(1) 第３条第６号から第８号まで、第１１号及び第１４号並びに第５条第２項並びに第

１１条第１項第１号の改正規定並びに第１２条の見出しの改正規定並びに様式第３号、

様式第１２号及び様式第１８号の改正規定並びに附則第２項から第４項までの規定 

公布の日 

(2) 第３条第１０号の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32

号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（令和７年３月２４日） 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用するこ

とができる。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長浜市議会の個人情報の保護に関す

る条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の長浜

市議会の個人情報の保護に関する条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみな

す。 

（長浜市個人情報保護条例の施行に関する議会規則の廃止） 

４ 長浜市個人情報保護条例の施行に関する議会規則（平成18年長浜市議会規則第５号）

は、廃止する。 

 


